
適時開示体制の概要

情報管理事務局（総務部）

（付議または報告）

総括情報管理責任者または総括情報管理責任者が指名した者

東京証券取引所

適時開示（TDnet）

※ 重要事実の公表は、その公表の時期、内容、方法等は取締役会の決議によるものとし、その決定に
従い公表するものとする。ただし、急を要する場合は、総括情報管理責任者の判断により公表する。
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